
 

 

 

 

令和２年第４回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年４月24日（金）午後４時00分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市保健センター 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 八木沼 保幸  ２番 佐藤 和信   ３番 菅原 健一 

４番 畠山 義則   ６番 矢野 雅宏   ７番 森  正一                 

８番 三木 克輝   ９番 菅原 俊和 

   農地利用最適化推進委員 

板東 俊昭   眞栁 昭夫   遊佐 義秀   松下 敬夫 

佐藤  修   小貫  豊   阿部 宏昭   佐々木 園美 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

５番 梅津 和美 

   農地利用最適化推進委員 

    広瀬 英俊 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第４回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届出専決処分について 
１ １ 承  

２ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ２ 可  

２ ２ 可  

３ ２ 可  

４ ２ 可  

議案第２号 農地法第３条の許可申請について 
１ ３ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
１－１ ４ 可  

１－２ ４ 可  

１－３ ４ 可  

１－４ ４ 可  

１－５ ４ 可  

１－６ ５ 可  

１－７ ５ 可  

１－８ ５ 可  

議案第４号 現況証明について 
１ ６ 可  

２ ６ 可  

議案第５号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ７ 可  

２ ７ 可  

３ ７ 可  
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議案第５号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
４ ７ 可  

５ ７ 可  

６ ８ 可  

７ ８ 可  

８ ８ 可  

９ ８ 可  

10 ８ 可  

議案第６号 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）について 
 ９ 可  

議案第７号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）について 
 ９ 可  

以下余白  

    



- 3 - 

会長 それでは、ただいまから、令和２年第４回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件、議案７件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号５番、梅津和美委員、推進委員の広瀬英俊委員より、総会を欠席する旨の連絡

がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年５月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。なお、３月総会時に委員より賃貸借を前提とする

解約が賃貸借の議案の後に来るのは不適当ではないかとのご指摘がありましたことから、今総会よ

り議案の上程順序を見直し、「農地法第３条の許可申請」の議案審議の前に「農地法第18条第６項の

規定による合意解約の成立状況」を審議していただく手順に変更いたしました。今後とも、貴重な

意見を頂きたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号３番、菅原健一委員並びに議席番号４番、畠山義則委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

します。このことについて、次のとおり農地法第18条第６項の規定による合意解約通知を受理した

ので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 
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会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号３について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程します。このことについて、次の

とおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号１-１について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。１-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。１-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号１-２ですが、森正一委員の家族の案件であることから、会議規則第10条の規定に準
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じて審議の間、森正一委員の退席をお願いします。 

    （森正一委員退席） 

会長 それでは、番号１-２について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号１-２について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。１-２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。１-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-２については原案のとおり決定することといたします。 

（森正一委員着席） 

会長 森正一委員に報告します。１-２については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号１-３から１-５について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号１-３から１-５について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。１-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。１-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、１-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

１-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、１-５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

１-５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-５については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号１-６ですが、佐藤和信委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審

議の間、佐藤和信委員の退席をお願いします。 

    （佐藤和信委員退席） 

会長 それでは、番号１-６について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号１-６について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。１-６について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ
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では採決します。１-６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-６については原案のとおり決定することといたします。 

（佐藤和信委員着席） 

会長 佐藤和信委員に報告します。１-６については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号１-７及び１-８について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号１-７及び１-８について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。１-７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。１-７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので１-７については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、１-８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

１-８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-８については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のとおり証明

の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

会長 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

小貫委員 ４月３日に、地区担当委員３名と事務局２名で現地に行ってまいりました。願出地は、事

務局の説明したとおり、十数年以上の未耕作地であり、ヨモギやヨシ等の雑草や雑木が繁茂してお

り、農地として利用されていないことを確認してまいりました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号２について地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。 
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森委員 地区担当委員３名並びに事務局２名で行ってまいりました。願出地は、みどり団地手前のパ

イプライン沿線上の山側に位置しておりまして、ヨモギ、多年草の雑草等が繁茂しており少なくと

も20年以上耕作はなかったと記憶しております。それで、農地として利用されていなかったことを

確認しております。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号２について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第５号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、議案第５号について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第５号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号４については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については計画どおり承認することとして意見書を提出することと 

 いたします。 

 

会長 次に、番号８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号９について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号９については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号10について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号10について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号10については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、議案第６号、令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について
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と議案第７号、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）についてを上程します。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号、第７号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。ただいまの事務局の議案第６号、議案第７号の説明に対して発言の

ある方は挙手願います。 

 

八木沼農業委員 稀府の●●農園の関係についてですが、３年位前に賃貸借契約が決まっているが、

まだ実績としては営農という段階にはない。そういう場合は、新規参入者数には入らないのか伺い

ます。 

 

事務局 営農実績がないので、今回の評価の件数には入っておりません。 

 

会長 ほかに発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。まず、議案第６

号について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、議案第６号については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第７号について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、議案第７号については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第４回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第５回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年５月25日（月）午前９時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 八木沼 保幸  ２番 佐藤 和信   ３番 菅原 健一 

４番 畠山 義則   ５番 梅津 和美   ６番 矢野 雅宏 

７番 森  正一   ８番 三木 克輝   ９番 菅原 俊和 

   農地利用最適化推進委員 

板東 俊昭   眞栁 昭夫   広瀬 英俊   遊佐 義秀  

松下 敬夫   佐藤  修   小貫  豊   阿部 宏昭 

佐々木 園美 

 

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第５回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届出専決処分について 

１ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について １ ２ 可  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

２－１ ３ 可  

２－２ ３ 可  

２－３ ３ 可  

２－４ ３ 可  

２－５ ４ 可  

２－６ ４ 可  

議案第３号 現況証明について 

１ ５ 可  

２ ５ 可  

３ ５ 可  

議案第４号 買受適格証明願について 

１ ６ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和２年第５回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件、議案４件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、欠席委員はおりません。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年６月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

なお、本日の議案第４号でございますが、前回の総会で事前に概略をご説明しているところでご

ざいますが、大滝区の旧●●牧場の公売に関わる議案でありますことから、議案審議の際に地域振

興課職員が説明員として入室します。委員からの質疑の際、事務局の回答に補足が必要な場合は、

説明員が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号５番、梅津和美委員並びに議席番号６番、矢野雅宏委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

いたします。このことについて、次のとおり農地法第18条第６項の規定による合意解約通知を受理

したので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 
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会長 次に、議案第２号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、嘱託登記を行う

ものとします。 

 

会長 はじめに、２-１ですが、佐藤修委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて審

議の間、佐藤修委員の退席をお願いします。 

（佐藤修委員退席） 

 

会長 それでは、番号２-１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号２-１について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。２-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。２-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-１については原案のとおり決定することといたします。 

（佐藤修委員着席） 

会長 佐藤修委員に報告します。２-１については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号２-２から２-４について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号２-２から２-４について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。２-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。２-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、２-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

２-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、２-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

２-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号２-５ですが、小貫 豊委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて
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審議の間、小貫 豊委員の退席をお願いします。 

    （小貫 豊委員退席） 

会長 それでは、番号２-５について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号２-５について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。２-５について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。２-５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-５については原案のとおり決定することといたします。 

（小貫 豊委員着席） 

会長 小貫 豊委員に報告します。２-５については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号２-６ですが、佐藤和信委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審

議の間、佐藤和信委員の退席をお願いします。 

    （佐藤和信委員退席） 

会長 それでは、番号２-６について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号２-６について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。２-６について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。２-６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、２-６については原案のとおり決定することといたします。 

（佐藤和信委員着席） 

会長 佐藤和信委員に報告します。２-６については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、議案第３号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のとおり証明

の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 願出地は、国道37号より中に２ｍほど入った所で、ヨモギ等の雑草が繁茂しており、少な

くとも10年以上は未耕作地であると確認しております。現地確認日は４月20日、地区担当委員３名

並びに事務局２名で確認しております。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ
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しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

会長 次に、番号２について地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 願出地は、３地区に分かれておりますが、ヨモギ等の雑草やヤナギ等の雑木が繁茂してお

り、数十年以上、未耕作地であり農地として利用されていなかった。現地確認日は４月20日、地区

担当委員３名並びに事務局２名で確認しております。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号２について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号３について地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。 

 

菅原委員 願出地は、説明資料にもありますとおり高速道路の下になりますが、●●建設があり、そ

この敷地となっております。既にだいぶ前から倉庫が建っており、周りには庭木がたくさんあって

農地として利用されていなかったことを確認しております。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号３について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

    （地域振興課長入室） 

会長 次に、議案第４号、買受適格証明願についてを上程いたします。このことについて、次のとお

り証明の願い出がありましたので、証明を発給することについて委員会の審議を求めます。 

それでは、議案第４号について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

地域振興課長 （補足説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。ただいまの事務局の説明に対して発言のある方は挙手願います。よ
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ろしいですか。それでは採決します。原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、本案件については証明を発給することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第５回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第６回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年６月26日（金）午後４時00分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 八木沼 保幸  ２番 佐藤 和信   ３番 菅原 健一 

４番 畠山 義則   ６番 矢野 雅宏   ７番 森  正一  

８番 三木 克輝   ９番 菅原 俊和 

   農地利用最適化推進委員 

板東 俊昭   眞栁 昭夫   広瀬 英俊   遊佐 義秀  

松下 敬夫   佐藤  修   小貫  豊   阿部 宏昭 

佐々木 園美 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

５番 梅津 和美 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第６回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届出専決処分について 
１ １ 承  

２ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ２ 可  

議案第２号 農地法第３条の許可申請について 
１ ３ 可  

２ ３～６ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
３－１ ７ 可  

３－２ ７ 可  

３－３ ７ 可  

３－４ ７ 可  

議案第４号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ８ 可  

２ ８ 可  

３ ８ 可  

４ ８ 可  

議案第５号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ９ 可  

２ ９ 可  

３ ９ 可  

４ ９ 可  

５ ９ 可  
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議案第５号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
６ 10 可  

７ 10 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和２年第６回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件、議案５件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号５番、梅津和美委員より欠席する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年７月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

なお、今回送付いたしました議案に訂正箇所がありましたので、差し替えを配布しております。

具体的な個所でございますが、１ページ目の報告第１号のうち、番号の欄が続き番号となってお 

りませんでした。２行目の番号は「１」が誤りで、正しくは「２」でございます。訂正してお詫び 

申し上げます。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号７番、森正一委員並びに議席番号８番、三木克輝委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

いたします。このことについて、次のとおり農地法第18条第６項の規定による合意解約通知を受理

したので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 
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会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程します。このことについて、次の

とおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。 

 

会長 はじめに、３-１ですが、森正一委員の家族の案件であることから、会議規則第10条の規定によ

り審議の間、森正一委員の退席をお願いします。 

（森正一委員退席） 

会長 それでは、番号３-１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号３-１について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。３-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。３-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-１については原案のとおり決定することといたします。 

（森正一委員着席） 

会長 森正一委員に報告します。３-１については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号３-２ですが、佐藤修委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて審

議の間、佐藤修委員の退席をお願いします。 

（佐藤修委員退席） 

会長 それでは、番号３-２について事務局より説明をお願いします。 
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事務局 （議案第３号、番号３-２について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。３-２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。３-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-２については原案のとおり決定することといたします。 

（佐藤修委員着席） 

会長 佐藤修委員に報告します。３-２については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号３-３から３-４について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号３-３並びに３-４について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。３-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。３-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、３-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

３-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、３-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。このことについ

て、農地法第６条第１項、農地法施行規則第58条第１項の規定による報告書を受理したので、委員

会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 
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会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第５号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第５号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 
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会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については計画どおり承認することとして意見書を提出することと 

 いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第６回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第７回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年７月20日（月）午前10時00分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所本庁舎２階会議室Ｂ 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 梅津 和美   ２番 佐藤 和信   ３番 廣瀬 匡聡 

４番 畠山 義則   ５番 三木 克輝   ６番 小貫  豊  

７番 板東 俊昭   ８番 水戸部 俊輝  ９番 宮澤  豊 

   

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 

 

５ 参与 

   伊達市長 菊谷 秀吉 
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令和２年第７回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

議案第１号 伊達市農業委員会会長の互選について 
 １ 可  

議案第２号 伊達市農業委員会会長職務代理者の互選につ

いて 
 １ 可  

議案第３号 伊達市農業委員会委員の議席について 
 １ 可  

議案第４号 伊達市農業委員会委員の地区担当について 
 １ 可  

議案第５号 伊達市農業委員会農地利用最適化推進委員の

委嘱について 
１ ２ 可  

２ ２ 可  

３ ２ 可  

４ ２ 可  

５ ２ 可  

６ ２ 可  

７ ２ 可  

８ ２ 可  

９ ２ 可  

10 ２ 可  

以下余白  
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事務局長 それでは、皆さまお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。本日の

総会は、改選後、初の総会ですので、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、市長が招集した

総会です。従いまして、臨時議長が互選されるまでの間、市長に議長として議事の進行を務めてい

ただくことになりますことをあらかじめご了承願います。会議に先立ちまして、市長よりご挨拶を

お願いします。 

 

市長 皆さまおはようございます。この度は、農業委員を引き受けていただきましてありがとうござ

います。さて、農業を取り巻く状況というのは皆さまご案内のとおりで、一番私が懸念しているの

は、農地というのは本来、財産であってその財産が価値を生めば農地の価値は上がっていく。また、

流動化もしていくことになります。しかし、一方において価値が無くなれば流動化もしない。今、

どんな危機にあるかというと、いわゆる担い手不足というのは、特に伊達市においては相当深刻で

あるということを意外と認識が足りないということでございます。この10年以内に耕作放棄地が相

当出るだろうと、そういう懸念をしておりますけれども、そのためには来年度着工を目指して国営

農地再編を進めて行きたいと思っておりますし、また、これに関わらない地域においても新たな土

地改良事業を入れていきたいなと考えています。そういう意味では農業委員会の役割というのは随

分、様変わりして参りましたけれども、依然として重要な役割を担っているということであります。

私は、この農地をいかにして守っていくかというためには、一時的に自治体が農地を所有すること

はやむを得ないという考えでございます。これからの要望・陳情の際には、そのことも申し上げて

いきたいのでありますが、今、中央において一番深刻な懸念というのは、新たなチャレンジャーが

いないということであります。新たなチャレンジャーがいないというのは、経済の縮小を大きくさ

せる要因であります。そのためには、今までのプレーヤーであった民間から場合によっては自治体

も新たなプレーヤーとして地域を守っていくということが必要になってくる訳でありますけれども、

そういった我々が実際にやってみて感じる思いと裏腹に、なかなか国の方は変わっていけない。そ

して、むしろ一部の声に吸い寄せられるように方向が変わってしまうことを非常に懸念していると

ころでございます。いずれにせよ、これからあるべき農地のあり方については、やはり先程冒頭で

申し上げたように、大事な財産であるということを念頭に置きながら、どうやってこの農地の価格

を維持できるかという取り組みに掛かっているのではないかと、このように考えておりますので、

引き続き、皆さまのご理解とご指導をいただきながら精一杯頑張っていくつもりでありますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局長 それでは恒例によりまして、農業委員並びに事務局職員の自己紹介を行いたいと思います。

１番の席の委員から順に自己紹介をお願いします。 

（委員・職員自己紹介） 

事務局長 それでは、議事に入らせていただきます。菊谷市長、よろしくお願いいたします。 

 

市長 本日は、改選後、初の総会でございますので、農業委員会等に関する法律の規定により、会議 

を招集しました。議席につきましては、仮議席ということで年齢順に着席していただきましたので、 

ご了承願います。本日の議題は、お配りしております総会議案のとおりであります。はじめに、議 

案第１号の会長の互選につきましては、地方自治法第 107条に準じて、年長委員を臨時議長として 

取り進めていただくよう皆様にお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

市長 異議がないものと認めまして、これからの進行は、年長委員である宮澤 豊委員に取り進めて

いただくことといたします。それでは、宮澤委員よろしくお願いいたします。 

 

事務局長 ありがとうございました。なお、市長はこの後、公務がございますので、ここで退席させ

ていただきます。 

（市長退席） 

臨時議長 市長より、ご指名を受けましたので、会長の互選が終わるまでの間、臨時議長の職務を遂 

行させていただきます。最初の総会ということで円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。 

 

臨時議長 早速、議事に入らさせていただきます。本日の出席委員は９名全員が出席ということで会

議は成立しております。議席は仮議席としてご着席の議席を指定いたします。本日の議事録の署名

委員には、仮議席１番、梅津和美委員、同じく仮議席２番佐藤和信委員のご両名を指名いたします。

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

臨時議長 それでは、議案第１号、伊達市農業委員会会長の互選についてを上程いたします。会長の

互選は農業委員会等に関する法律第５条第２項の規定に基づき、委員が互選した者をもって充てる

ことになっておりますので、互選の方法について、お諮りいたします。 

 

畠山委員 従来から指名推薦の方法で行っているので、指名推薦で良いと思います。 

 

三木委員 私も指名推薦で良いと思います。 

 

臨時議長 指名推薦の声がありますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

臨時議長 異議ないものと認めます。よって、互選の方法を指名推薦とすることに決定いたします。 

 

臨時議長 指名推薦ですので、会長をどなたにするか推薦をお願いします。 

 

畠山委員 長和地区の小貫豊委員にお願いしたいと思います。 

 

臨時議長 会長に、小貫豊委員との指名がありました。お諮りいたします。小貫豊委員を会長とする 

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

臨時議長 異議なしの声がありましたので、ご異議ないものと認めます。よって、会長には、小貫豊 

委員が互選されました。それでは、会長が決定いたしましたので、伊達市農業委員会会議規則第４ 

条の規定に基づき、会長と議長を交代いたします。ご協力ありがとうございました。 

（臨時議長が自席へ戻る） 

会長 小貫と申します。皆さまのお力添えをいただきながら、これから３年間よろしくお願いいたし 
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ます。 

 

会長 それでは、これより議長の職務を行います。議案第２号、伊達市農業委員会会長職務代理者の 

互選についてを上程いたします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局長 ご説明します。農業委員会会長職務代理者の互選につきましては、農業委員会等に関する 

法律第５条第５項及び伊達市農業委員会会議規則第16条第２項の規定に基づくものであります。会 

長が欠けたとき又は、会長に事故があってその職務が遂行できないときに委員が互選したものが、 

会長の事務取扱又は職務を代理するという規定になっております。従いまして、会長職務代理者は 

委員の間であらかじめ互選し選出していただくことになります。以上でございます。 

 

会長 会長職務代理者については、ただいまの事務局の説明のとおりです。それでは、互選の方法に

ついてお諮りいたします。 

 

畠山委員 会長職務代理者につきましても、従来から指名推薦の方法で行っているので指名推薦で良

いと思います。 

 

会長 畠山委員から指名推薦の声がありましたが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長 異議ないものと認め、互選の方法を指名推薦にすることに決定いたします。 

 

会長 それでは、どなたか指名推薦をお願いいたします。 

 

畠山委員 関内地区の板東俊昭委員にお願いしたいと思います。 

 

会長 ただ今、会長職務代理者に、板東俊昭委員との指名がありました。お諮りいたします。板東俊

昭委員を会長職務代理者とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長 異議ないものと認め、会長職務代理者には、板東俊昭委員が互選されました。互選されました

板東俊昭委員に簡単なご挨拶を自席でいただきたいと思います。 

 

板東委員 関内の板東です。前回は農地利用最適化推進委員として３年間やってきましたが、今回、

会長職務代理者ということで選ばれました。会長を補佐できるよう微力ではありますが精一杯頑張

りますので、皆さん３年間よろしくお願いします。 

 

会長 ありがとうございました。 

 

会長 それでは、議案第３号、伊達市農業委員会委員の議席についてを上程いたします。事務局より

説明をお願いいたします。 
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事務局長 ご説明します。伊達市農業委員会の会議規則第７条第１項で議席はくじで定めると規定し

ていることから、くじで決定していただきたいと思います。なお、会長は、会議の都度、議長席に

着くことから、最終番号である９番となりますので、会長を除いた８人で行いたいと思います。 

 

会長 議席決定のくじ引きを行います。お諮りします。仮議席の順にくじを引いてもらいたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長 異議ないものと認めます。よって、くじの順番は仮議席の順に決定いたします。 

 

農地係長 くじの取扱の説明 

（仮議席の順にくじを引いてもらい、１番から順に議席を発表） 

 

会長 抽選の結果を事務局から報告します。 

 

事務局長 議席の抽選の結果を報告いたします。 

     議席順は以下のとおり 

      １番 廣 瀬 匡 聡 委員   ２番 梅 津 和 美 委員 

      ３番 宮 澤   豊 委員   ４番 板 東 俊 昭 委員 

      ５番 畠 山 義 則 委員   ６番 佐 藤 和 信 委員 

      ７番 三 木 克 輝 委員   ８番 水戸部 俊 輝 委員 

      ９番 小 貫   豊 委員 

     なお、議席表につきましては、後ほど、委員の皆さまに配布いたします。 

 

会長 ただ今の事務局長からの報告のとおり、議席を決定いたしました。 

 

会長 続いて、議案第４号、伊達市農業委員会委員の地区担当についてを上程します。事務局より説

明をお願いします。 

 

事務局長 地区担当委員についてご説明いたします。地区担当委員につきましては、伊達市内を８地

区に分けて、１地区に農業委員と推進委員あわせて３名が張り付く体制となります。地区担当員と

しての主な業務は、担い手への農地利用の集積・集約、遊休農地の発見・防止・解消等となってお

ります。配置に当たっては、中立委員を除くと各地区の農業者から、個人推薦で委員が選出されて

いることを考慮し、推薦があった地区を優先に考えたいと思いますが、推進委員候補者を２名選出

している関内地区と長和地区以外は、もう１名を選ばなければなりません。不足している地区につ

いては、農業委員の中からもう１地区を併任という形で選出してはいかがかと考えております。な

お、会長につきましては、全体を掌握する立場でありますので、地区担当委員から外しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

会長 地区担当委員ですが、事務局の方で案を用意していますか。 
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事務局長 事務局（案）を用意しています。 

 

会長 それでは事務局より地区担当委員の案を示していただき説明をお願いします。 

  

農地係長 （事務局（案）を説明） 

      黄金地区 畠 山 義 則 委員  廣 瀬 匡 聡 委員 

      稀府地区 廣 瀬 匡 聡 委員  畠 山 義 則 委員 

      東 地区 佐 藤 和 信 委員  水戸部 俊 輝 委員 

      中央地区 水戸部 俊 輝 委員  佐 藤 和 信 委員 

      関内地区 板 東 俊 昭 委員 

      長和地区 三 木 克 輝 委員 

      有珠地区 三 木 克 輝 委員  宮 澤   豊 委員 

      大滝地区 梅 津 和 美 委員  宮 澤   豊 委員 

 

会長 事務局より地区担当委員の案が提示されましたが、この案にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長 異議ないものと認め地区担当委員は、事務局（案）のとおり決定いたしました。今後、それぞ

れの地域において地区担当の任務が出てくると思いますので、よろしくお願いします。 

 

会長 次に、議案第５号、伊達市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱についてを上程します。

このことについて、候補者に選出された者を本市の農地利用最適化推進委員として委嘱したいので、

委員会の審議を求めます。それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

農地係長 説明します。農地利用最適化推進委員につきましては、農業委員と同時に本年１月 16日か

ら２月 12 日まで候補者の推薦及び募集を行ったところ、各地区の農業者の個人推薦によりまして

10名の方が選出されております。その後、本年３月の農業委員会総会終了後に農業委員による評価

を行いまして、推薦されました 10名の方すべてを候補者として決定しております。それでは、議案

に沿って住所と氏名のみ読み上げます。（※番号１から番号 10まで読み上げる） 

※審議対象の農地利用最適化推進委員候補者は以下のとおり 

 １番 松 下 敬 夫 候補者  ２番 八木沼 保 幸 候補者 

 ３番 佐々木 園 美 候補者  ４番 佐 藤   修 候補者 

 ５番 広 瀬 英 俊 候補者  ６番 佐 藤 正 幸 候補者 

 ７番 大 友 敏 雄 候補者  ８番 馬 場   旭 候補者 

 ９番 栗 橋   誠 候補者   10番 寺 島   亨 候補者 

 

なお、本案件は、人事案件なので番号１から番号 10まで１件ずつ審議することになります。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

会長 それでは、審議に入ります。番号１の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしい

ですか。それでは採決します。番号１の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は
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挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号２の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号３の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号３の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号４の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号４の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号５の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号５の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号６の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号６の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号７の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号７の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 
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会長 次に、番号８の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号８の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号９の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号９の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号９の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 次に、番号10の候補者について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決

します。番号10の候補者について、原案のとおり委嘱することに賛成の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号10の候補者については農地利用最適化推進委員として委嘱することと

いたします。 

 

会長 以上で、本日の総会の議事をすべて終了いたしました。これをもちまして、令和２年第７回農

業委員会総会を閉会いたします。大変、ご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第８回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年７月27日（月）午前９時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊 

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信  

７番 三木 克輝   ８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸  

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸 

大友 敏雄   広瀬 英俊 

 

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第８回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 農地法第４条の規定による届出について 
１ １ 承  

２ １ 承  

３ １ 承  

報告第２号 現況証明届出専決処分について 
１ ２ 承  

２ ２ 承  

３ ３ 承  

議案第１号 農地法第３条の許可申請について 
１ ４ 可  

２ ４ 可  

議案第２号 農地法第４条の許可申請について 
１ ５ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
４－１ ６ 可  

４－２ ６ 可  

議案第４号 現況証明について 
１ ７ 可  

議案第５号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ８ 可  

２ ８ 可  

３ ８ 可  

４ ８ 可  

５ ８ 可  

６ ８ 可  
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議案第６号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ９ 可  

２ ９ 可  

３ ９ 可  

４ ９ 可  

５ ９ 可  

６ 10 可  

７ 10 可  

８ 10 可  

９ 10 可  

以下余白  

    



- 3 - 

会長 それでは、ただいまから、令和２年第８回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告２件、議案６件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、欠席委員はおりません。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年８月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号１番、廣瀬匡聡委員並びに議席番号２番、梅津和美委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、農地法第４条の規定による届出についてを報告いたします。このこと

について、農道の移設及び紋別川特定緊急砂防事業に供する施設の整備に伴う農地転用に関する届

け出があったので、農地法第４条第１項第２号及び同法第４条第１項第８号並びに農地法施行規則

第 29 条第１項第１号の規定により農地転用の許可は不要であることの通知を行ったので、報告し

ます。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、報告第２号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、次

のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。このことについて、

次のとおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第４条の許可申請についてを上程いたします。このことについて、

次のとおり農地法第４条第１項の規定による許可申請があったので、委員会の審議を求めます。な

お、本案件については、農地面積が30ａ以下の農家住宅の建築であり、北海道農業会議からの意見

聴取の対象から除外できるものであることから、委員会の判断及び意見をもとに、農業委員会会長

の専決で許可または不許可の処分を行うことといたします。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、嘱託登記を行う

ものとします。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。４-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。４-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、４-１については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、４-２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

４-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、４-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のとおり証明

の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

会長 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 場所は、稀府駅の裏手でちょうど海側に向かっての所になります。願出地は、ヨモギ、ダ

イオウ等の雑草が繁茂しておりまして、少なくとも十年以上、未耕作地で農地として利用されてい

なかったことを確認しております。地区担当員３名、事務局２名で確認しました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第５号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。このことについ

て、農地法第６条第１項、農地法施行規則第58条第１項の規定による報告書を受理したので、委員

会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第５号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 
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会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第６号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 
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会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については計画どおり承認することとして意見書を提出することと 

 いたします。 

 

会長 次に、番号８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については計画どおり承認することとして意見書を提出することと 

 いたします。 

 

会長 次に、番号９について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号９について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号９については計画どおり承認することとして意見書を提出することと 
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 いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第８回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第９回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年８月25日（火）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊 

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信  

７番 三木 克輝   ８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸  

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸 

大友 敏雄   広瀬 英俊 

 

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第９回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届専決処分について 

１ １ 承  

議案第１号 現況証明について 

１ ２ 可  

２ ２ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和２年第９回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件、議案１件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、欠席委員はおりません。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年９月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号３番、宮澤豊委員並びに議席番号４番、板東俊昭委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のとおり証明

の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 場所は、牛舎川から十数メートル中に入った所になります。願出地は、ヨモギ等の雑草や

ヤナギ等の雑木が繁茂しており、数十年、未耕作地であることを確認しております。地区担当員３

名、事務局２名で確認しました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号２について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 場所は、先程と同じで議案１-１の隣にあります。願出地は、ヨモギ等の雑草やヤナギ等

の雑木が繁茂しており、数十年以上、未耕作地であることを確認しております。地区担当員３名、

事務局２名で確認しました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号２について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第９回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第 10回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年９月25日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊 

４番 板東 俊昭   ５番 畠山 義則   ７番 三木 克輝  

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   栗橋  誠   松下 敬夫   馬場  旭 

佐々木 園美  佐藤 正幸   大友 敏雄   広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

農業委員 

６番 佐藤 和信 

   農地利用最適化推進委員 

佐藤  修   八木沼 保幸    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第10回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届出専決処分について 

１ １ 承  

２ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ２ 可  

議案第２号 農地法第３条の許可申請について 

１ ３ 可  

２ ３ 可  

議案第３号 現況証明について 

１ ４ 可  

２ ４ 可  

議案第４号 農地所有適格法人の要件確認について 

１ ５ 可  

２ ５ 可  
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会長 それでは、ただいまから、令和２年第10回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件、議案４件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号６番、佐藤和信委員、推進委員の佐藤修委員並びに八木沼保幸委員より総会を

欠席する旨の届出がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年10月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号５番、畠山義則委員並びに議席番号７番、三木克輝委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

いたします。このことについて、次のとおり農地法第18条第６項の規定による合意解約通知を受理

したので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。このことについて、

次のとおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のとおり証明

の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 場所は、旧達南中学校のバス停を海岸線に折れまして、ちょうど国道と海岸線の旧国道と

の中間地点にあります。願出地は、ヨシやヨモギ等の雑草が繁茂しておりまして、少なくとも十年

以上、未耕作地であり農地として利用されていなかったことを確認しております。地区担当員３名、

並びに事務局２名で確認しました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号２について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 場所は、消防署黄金支署から海岸線に折れまして、それからＪＲ室蘭線を100ｍちょっと

行った所の右側にあります。願出地は、ヨシやイタドリ等の雑草が繁茂しており、少なくとも十数

年から二十年以上、未耕作地であることを確認しております。地区担当員３名並びに事務局２名で

確認しました。以上です。 
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会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号２について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第４号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。このことについ

て、農地法第６条第１項、農地法施行規則第58条第１項の規定による報告書を受理したので、委員

会の審議を求めます。 

 

会長 はじめに、番号１ですが私が当事者のため議長を会長職務代理と交代いたします。 

    （議長交代） 

代理 議長を交代しました。よろしくお願いいたします。番号１の審議にあたっては、小貫委員の案

件であることから、会議規則第10条の規定により審議の間、小貫委員の退席をお願いします。 

    （小貫委員退席） 

代理 それでは、番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号、番号１について議案書をもとに説明） 

 

代理 それでは審議に入ります。番号１について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。 

それでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

代理 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

（小貫委員着席） 

代理 小貫委員に報告いたします。番号１については、原案のとおり受理することに決定いたしまし

た。それでは、議長を交代します。 

（議長交代、小貫会長議長席着席） 

会長 次に、番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号、番号２について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。番号２について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第10回農業委員会総会を閉会いたします。 

 



 

 

 

 

令和２年第 11回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年10月26日（月）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ３番 宮澤  豊   ４番 板東 俊昭 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝 

８番 水戸部 俊輝   

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸  

松下 敬夫   馬場  旭   佐々木 園美  佐藤 正幸 

大友 敏雄    

 

４ 欠席委員 

農業委員 

２番 梅津 和美   ９番 小貫 豊 

   農地利用最適化推進委員 

広瀬 英俊 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第11回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届専決処分について 

１ １ 承  

２ １ 承  

３ １ 承  

議案第１号 農地法第３条の許可申請について 

１ ２ 可  

２ ２ 可  

議案第２号 現況証明について 

１ ３ 可  

２ ３ 可  

３ ３ 可  

４ ３ 可  

以下余白  
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会長職務代理 それでは、ただいまから、令和２年第11回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。 

出席農業委員は、９名中７名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

  なお、本日は会長が所用により欠席することから、会議規則第16条の規定に基づき、職務代理で

ある私が会議の進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

会長職務代理 本日の案件は、報告１件、議案２件となっております。いつものように、慎重な中に 

も迅速に議事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号２番、梅津和美委員、議席番号９番、会長の小貫豊委員、推進委員の広瀬英俊

委員より総会を欠席する旨の届出がありました。会長の職務としての議長につきましては、先ほど

職務代理の方からお話がありましたとおり、会議規則第16条で委員が互選した者がその職務を代理

すると規定されておりますことから、本日は、板東会長職務代理が会議を進行いたします。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年11月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長職務代理 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名い

たします。議席番号６番、佐藤和信委員並びに議席番号８番、水戸部俊輝委員の両委員を指名いた

します。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長職務代理 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このこと

について、次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長職務代理 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言

がないようですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長職務代理 次に、議案第１号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。このことに

ついて、次のとおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を

求めます。 

 

会長職務代理 はじめに、番号１ですが、松下委員の案件であることから、会議規則第 10 条の規定

に準じて審議の間、松下委員の退席をお願いします。 

  （松下敬夫委員退席） 

会長職務代理 それでは、番号１について事務局より説明をお願いします。 
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事務局 （議案第１号、番号１について議案書をもとに説明） 

 

会長職務代理 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいで

すか。それでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は

挙手願います。 

（委員挙手） 

会長職務代理 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

    （松下敬夫委員着席） 

会長職務代理 松下敬夫委員に報告します。番号１については、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長職務代理 次に、番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号、番号２について議案書をもとに説明） 

 

会長職務代理 それでは審議に入ります。番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいで

すか。それでは採決します。番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は

挙手願います。 

（委員挙手） 

会長職務代理 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長職務代理 次に、議案第２号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のと

おり証明の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長職務代理 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

八木沼委員 去る10月14日に担当委員３名で現地確認しました。願出地は、高速道路の真下に位置し、

願い出人の会社は昔、バラのドライフラワーを作っていました。この地番のところは既に作業小屋

ですとか物置ですとか太い樹木などが生えていまして、以前から地区で耕作放棄地となっていたと

ころを今回、分筆され、農地として売買できるところは、後に売買という運びになると思いますけ

れども、この場所は地下に水道管が入っていたり、横の宅地には、この会社とは関係のない方が住

んでいて、宅地に地目変更された後に購入したいとのことです。 

 

会長職務代理 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願い

ます。よろしいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の

農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長職務代理 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給するこ 
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とといたします。 

 

会長職務代理 次に、番号２について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

三木委員 願出地は、既に二十年以上、耕作されておらず、周りも耕作されていないこともあり畑の

入口部分も無くなっている。また、ヨシ等の雑草が繁茂しており、今後、農地としての利用は困難

な場所です。以上です。 

会長職務代理 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願い

ます。よろしいですか。それでは採決します。番号２について原案のとおり決定することに賛成の

農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長職務代理 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給するこ

とといたします。 

 

会長職務代理 次に、番号３について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

大友委員 現地は、公共牧場内の土地で、雑木等が繁茂しております。もちろん山林となっており、

数十年以上は耕作されていない土地であり、農地として利用されていなかったということを現地で

確認して来ました。現地確認日は、10月13日です。以上です。 

 

会長職務代理 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願い

ます。よろしいですか。それでは採決します。番号３について原案のとおり決定することに賛成の

農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長職務代理 賛成多数ですので、番号３については農地・採草放牧地以外として証明を発給するこ

とといたします。 

 

会長職務代理 次に、番号４について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

水戸部委員 願出地は、ヨシやイタドリ等の雑草やヤナギ等の雑木が繁茂しており、数十年以上、未

耕作地であり、農地として利用されていなかったことを地区担当員３名で確認しております。以上

です。 

 

会長職務代理 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願い

ます。よろしいですか。それでは採決します。番号４について原案のとおり決定することに賛成の

農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長職務代理 賛成多数ですので、番号４については農地・採草放牧地以外として証明を発給するこ

とといたします。 
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会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第11回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第 12回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年11月24日（火）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ２番 梅津 和美   ３番 宮澤  豊 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克輝 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   栗橋  誠   松下 敬夫   馬場  旭 

佐々木 園美  佐藤 正幸   大友 敏雄 

 

４ 欠席委員 

農業委員 

４番 板東 俊昭   

   農地利用最適化推進委員 

佐藤  修   八木沼 保幸  広瀬 英俊     

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第12回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 農地法第５条の届出専決処分について 
１ １ 承  

報告第２号 現況証明届出専決処分について 
１ ２ 承  

２ ２ 承  

議案第１号 農地法第３条の許可申請について 
１ ３ 可  

議案第２号 農地法第４条の許可申請について 
１ ４ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
５－１ ５ 可  

５－２ ５ 可  

議案第４号 現況証明について 
１ ６ 可  

２ ６ 可  

議案第５号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ７ 可  

２ ７ 可  

３ ７ 可  

４ ７ 可  

議案第６号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ８ 可  

２ ８ 可  

３ ８ 可  

４ ８ 可  

５ ８ 可  
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６ ８ 可  

７ ９ 可  

８ ９ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和２年第12回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告２件、議案６件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号４番、板東俊昭委員、推進委員の佐藤修委員、八木沼保幸委員、広瀬英俊委員

より総会を欠席する旨の届出がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年12月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号１番、廣瀬匡聡委員並びに議席番号２番、梅津和美委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、農地法第５条の届出専決処分についてを報告いたします。このことに

ついて、次のとおり農地法第５条届出の専決処分を行ったので、報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、報告第２号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、次

のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第３条の許可申請についてを上程いたします。このことについて、

次のとおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 
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会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第４条の許可申請についてを上程いたします。このことについて、

次のとおり農地法第４条第１項の規定による許可申請があったので、委員会の審議を求めます。な

お、本案件については、農地面積が30ａ以下の農家住宅の建築であり、北海道農業会議からの意見

聴取の対象から除外できるものであることから、委員会の判断及び意見をもとに、農業委員会会長

の専決で許可または不許可の処分を行うことといたします。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、嘱託登記を行う

ものとします。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。５-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。５-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、５-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、５-２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

５-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、５-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のとおり証明
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の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

会長 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

畠山委員 場所は、国道３７号沿いにありまして、願出地は、数十年以上前から農産物直売所となっ

ておりまして、農地として利用されていませんでした。確認日は令和２年11月10日、地区担当委員

３名、事務局２名で確認しました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、番号２について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

佐藤委員 願出地は、弄月館付近にありまして、雑木や雑草、笹などが繁茂しており、数十年以上、

未耕作地であり農地として利用されておりませんでした。確認日は令和２年11月13日で、地区担当

委員３名と事務局２名で確認しました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。番号２について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第５号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。このことについ

て、農地法第６条第１項、農地法施行規則第58条第１項の規定による報告書を受理したので、委員

会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第５号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 
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（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第６号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号３については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号６について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号６について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号６については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

いたします。 

 

会長 次に、番号７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号７については計画どおり承認することとして意見書を提出することと 

 いたします。 

 

会長 次に、番号８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号８については計画どおり承認することとして意見書を提出することと 

 いたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第12回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年第 13回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年12月25日（金）午後１時30分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 廣瀬 匡聡   ３番 宮澤  豊   ４番 板東 俊昭 

５番 畠山 義則   ６番 佐藤 和信   ７番 三木 克樹 

８番 水戸部 俊輝  ９番 小貫  豊 

   農地利用最適化推進委員 

寺島  亨   佐藤  修   栗橋  誠   八木沼 保幸 

松下 敬夫   馬場  旭   佐藤 正幸   大友 敏雄 

広瀬 英俊 

 

４ 欠席委員 

   農業委員 

２番 梅津 和美    

農地利用最適化推進委員 

佐々木 園美    

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 横浜 康弘 
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令和２年第13回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 現況証明届出専決処分について 
1 1 承  

２ １ 承  

議案第１号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約

通知の成立状況について 
１ ２ 可  

２ ２ 可  

３ ２ 可  

４ ２ 可  

５ ２ 可  

議案第２号 農地法第３条の許可申請について 
１ ３ 可    

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
６－１ ４ 可  

６－２ ４ 可  

６－３

（欠番） 
４ － 取下げ 

６－４ ４ 可  

６－５ ４ 可  

６－６

（欠番） 
５ － 取下げ 

６－７ ５ 可  

６－８ ５ 可  

６－９

（欠番） 
５ － 取下げ 

６－10 ５ 可  

６－11 ５ 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
６－12 ６ 可  

６－13 ６ 可  

６－14 ６ 可  

６－15 ６ 可  

６－16 ６ 可  

６－17 ６ 可  

６－18 ７ 可  

６－19 ７ 可  

６－20 ７ 可  

６－21 ７ 可  

６－22 ７ 可  

６－23 ７ 可  

６－24 ８ 可  

６－25 ８ 可  

６－26 ８ 可  

６－27 ８ 可  

６－28 ８ 可  

６－29 ８ 可  

６－30 ９ 可  

６－31 ９ 可  

６－32 ９ 可  

６－33 ９ 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
６－34 ９ 可  

６－35 ９ 可  

６－36 10 可  

６－37 10 可  

６－38 10 可  

６－39 10 可  

６－40 10 可  

６－41 10 可  

６－42 11 可  

６－43 11 可  

６－44 11 可  

６－45 11 可  

６－46 11 可  

６－47 11 可  

６－48 12 可  

６－49 12 可  

６－50 12 可  

６－51 12 可  

６－52 12 可  

６－53 12 可  

６－54 13 可  

６－55 13 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
６－56 13 可  

６－57 13 可  

６－58 13 可  

６－59 13 可  

６－60 14 可  

６－61 14 可  

６－62 14 可  

６－63 14 可  

６－64 14 可  

６－65 14 可  

６－66 15 可  

６－67 15 可  

６－68 15 可  

６－69 15 可  

６－70 15 可  

６－71 15 可  

６－72 16 可  

議案第４号 

 

農地所有適格法人の要件確認について 
１ 17 可  

２ 17 可  

３ 17 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和２年第13回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中８名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告１件、議案４件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、議席番号２番、梅津和美委員及び推進委員の佐々木園美委員より、総会を欠席する旨の

連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和３年１月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号３番、宮澤豊委員及び議席番号４番、板東俊昭委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の横浜主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、

次のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況についてを上程

いたします。このことについて、次のとおり農地法第18条第６項の規定による合意解約通知書を受

理したので、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号３について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号４について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号４について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号４については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号５について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号５について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号５については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、議案第２号、農地法第３条の許可申請についてを上程します。このことについて、次の

とおり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号１について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、議案第３号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められていますので、

委員会の審議を求めます。審議に先立ち、本日の議案審議の前に利用権の設定等をする者が死亡し

た案件がありますので、その取扱いについて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-３、６-６及び６-９について、伊達市長からの変更通知をもとに３案

件とも取り下げとなり、番号も欠番とする旨説明） 

 

会長 事務局からの説明どおり取り進めることといたします。 

はじめに、番号６-１及び６-２ついて事務局より説明をお願いします。 
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事務局 （議案第３号、番号６-１及び６-２について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。６-１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それ

では採決します。６-１について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号６-４及び６-５ですが廣瀬匡聡委員の案件であることから、会議規則第10条の規定

により審議の間、廣瀬匡聡委員の退席をお願いします。 

（廣瀬匡聡委員退席） 

会長 それでは、番号６-４及び６-５について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-４及び６-５について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-４について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-４について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-４については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-５について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-５について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-５については原案のとおり決定することといたします。 

（廣瀬匡聡委員着席） 

会長 廣瀬匡聡委員に報告します。番号６-４及び６-５については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号６-７から６-20について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-７から６-20について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-７について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-７について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-７については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、６-８について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-８について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-８については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-10について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-10について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-10については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-11について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-11について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-11については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-12について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-12について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-12については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-13について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-13について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-13については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-14について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-14について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-14については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-15について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-15について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-15については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-16について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-16について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-16については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、６-17について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-17について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-17については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-18について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-18について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-18については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-19について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-19について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-19については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-20について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-20について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-20については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号６-21ですが佐藤和信委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審議

の間、佐藤和信委員の退席をお願いします。 

（佐藤和信委員退席） 

会長 それでは、番号６-21について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-21について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-21について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-21について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-21については原案のとおり決定することといたします。 

（佐藤和信委員着席） 

会長 佐藤和信委員に報告します。番号６-21については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号６-22及び６-23について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-22及び６-23について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-22について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-22について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 
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（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-22については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-23について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-23について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-23については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号６-24ですが松下敬夫委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて審

議の間、松下敬夫委員の退席をお願いします。 

（松下敬夫委員退席） 

会長 それでは、番号６-24について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-24について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-24について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-24について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-24については原案のとおり決定することといたします。 

（松下敬夫委員着席） 

会長 松下敬夫委員に報告します。番号６-24については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号６-25から６-33について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-25から６-33について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-25について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-25について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-25については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-26について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-26について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-26については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-27について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-27について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-27については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、６-28について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-28について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-28については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-29について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-29について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-29については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-30について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-30について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-30については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-31について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-31について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-31については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-32について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-32について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-32については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-33について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-33について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-33については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号６-34ですが宮澤豊委員の家族の案件であることから、会議規則第10条の規定により

審議の間、宮澤豊委員の退席をお願いします。 

（宮澤豊委員退席） 

会長 それでは、番号６-34について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-34について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-34について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-34について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 
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（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-34については原案のとおり決定することといたします。 

（宮澤豊委員着席） 

会長 宮澤豊委員に報告します。番号６-34については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号６-35から６-52について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-35から６-52について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-35について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-35について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-35については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-36について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-36について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-36については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-37について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-37について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-37については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-38について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-38について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-38については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-39について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-39について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-39については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-40について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-40について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-40については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-41について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。
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６-41について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-41については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-42について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-42について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-42については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-43について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-43について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-43については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-44について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-44について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-44については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-45について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-45について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-45については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-46について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-46について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-46については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-47について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-47について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-47については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-48について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-48について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-48については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-49について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。
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６-49について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-49については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-50について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-50について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-50については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-51について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-51について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-51については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-52について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-52について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-52については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号６-53から６-57ですが、私が当事者のため議長を会長職務代理と交代いたします。 

（議長交代） 

職務代理 議長を交代しました。よろしくお願いいたします。番号６-53から６-57の審議にあたっては、

小貫豊委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審議の間、小貫豊委員の退席をお

願いします。 

（小貫豊委員退席） 

職務代理 それでは、番号６-53から６-57について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-53から６-57について議案書をもとに説明） 

 

職務代理 それでは、審議に入ります。６-53について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-53について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

職務代理 賛成多数ですので、６-53については原案のとおり決定することといたします。 

 

職務代理 次に、６-54について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-54について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

職務代理 賛成多数ですので、６-54については原案のとおり決定することといたします。 

 

職務代理 次に、６-55について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。
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６-55について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

職務代理 賛成多数ですので、６-55については原案のとおり決定することといたします。 

 

職務代理 次に、６-56について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-56について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

職務代理 賛成多数ですので、６-56については原案のとおり決定することといたします。 

 

職務代理 次に、６-57について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-57について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

職務代理 賛成多数ですので、６-57については原案のとおり決定することといたします。 

（小貫豊委員入室） 

職務代理 小貫豊委員に報告します。番号６-53から６-57については、原案のとおり決定いたしました。 

それでは議長を交代します。 

（議長交代、小貫会長議長席着席） 

会長 次に、番号６-58について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-58について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-58について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-58について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-58については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、番号６-59ですが栗橋誠委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて審議

の間、栗橋誠委員の退席をお願いします。 

（栗橋誠委員退席） 

会長 それでは、番号６-59について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-59について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-59について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-59について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-59については原案のとおり決定することといたします。 

（栗橋誠委員着席） 

会長 栗橋誠委員に報告します。番号６-59については原案のとおり決定いたしました。 
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会長 次に、番号６-60から６-72について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号６-60から６-72について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。６-60について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。

それでは採決します。６-60について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-60については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-61について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-61について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-61については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-62について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-62について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-62については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-63について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-63について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-63については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-64について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-64について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-64については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-65について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-65について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-65については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-66について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-66について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-66については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-67について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。
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６-67について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-67については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-68について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-68について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-68については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-69について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-69について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-69については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-70について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-70について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-70については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-71について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-71について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-71については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、６-72について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

６-72について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、６-72については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、議案第４号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。このことについ

て、農地法第６条第１項、農地法施行規則第58条第１項の規定による報告書を受理したので、委員

会の審議を求めます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願い

します。 

（委員挙手） 
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会長 賛成多数ですので、番号１については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 次に、番号３について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号３について、原案のとおり受理することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第13回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


